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○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 川越 正治 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

    議案第１７号  農地法第３条許可申請について 

 

議案第１８号  農地法第５条許可申請について 

 

議案第１９号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

        用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第２０号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

        用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

    議案第２１号  錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）について 

 

     

 

 

 

 



     

議 長 

 只今より平成２９年７月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の出席は全員であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により、総

会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に１９番 鈴委員と２０番 本釜委員を指名いたしますので、よろ

しくお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

 

全委員 （発言なし） 

 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第１７号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第１７号について説明いたします。 

受付番号４号の譲渡人はＯ・Ｋさん、Ｙ自治会在住の方です。 

申請地は神川字西目７２９５番、地目は畑、地積は３，７０４㎡となっていま

す。 

譲受人はＹ・Ｔさん、Ｙ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｙ・Ｔさんの経営状況は、世帯員３名、労働力３名、自作地１４，１０９㎡で、

水稲、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター１台、耕運機１台となっています。 

この件の担当調査員は、１番 宿利原委員です。 

以上です。 



議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、受付番号４号について、私の方から

調査報告をいたします。 

 

１ 番 

宿利原委員 

この物件は、Ｙ・Ｔさんの家の直ぐ下の畑にありまして、１５・６年前に農業

委員会に出したんですけれども、名義の方が直されていなくて、そのままずっと

していた土地です。値段の方は、その時○○万円ぐらいということで、それで家

の直ぐ近くで、道路は行き止まりで、そこはそれから先は山という形で。そこは

木戸口を通らないと行けないということで売買を前していたつもりが、名義が直

りきっていなくてこのような状況です。 

 

議 長 ただいま、調査報告をしましたが、質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第１７号を採決します。 

お諮りします。 

議案第１７号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１７号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 次に議案第１８号 農地法第５条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第１８号について説明いたします。 

受付番号６号については、農家住宅建設のための転用申請となっています。 

申請人はＫ自治会在住のＦ・ＴさんとＴ自治会在住のＩ・Ｔさん、Ｆ県在住の

Ｋ・Ｔさんの連名による申請となっています。 

申請地は馬場字古馬場３８５番１、地目は田、地積は３４４㎡と馬場字古馬場



３８４番１、地目は田、地積は３０６㎡で、２筆の合計は６５０㎡となっていま

す。 

６頁から１１頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通

しをお願いいたします。 

この件の担当調査員は、８番 寺田委員です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、８番 寺

田委員お願いします。 

 

８ 番 

寺田委員 

はい。報告申し上げます。 

６月１２日に平原委員、事務協２人で現地調査を行ないました。 

現地は７頁の地図を見てもらえれば分かるんですけれども、先々月出ました転

用の５条申請のやつでＦ医院の前でしたけれども、それの田を挟んでＳ整骨院側

に２筆になっている部分でございます。 

この現地は第３種農地であって、都市計画区域の用途指定区域にも指定されて

おりまして、住宅建設に何ら縛りもないものと思われます。それに農家住宅とし

て１，０００㎡未満でクリアしておりますし、この５条申請を審議するに当たり、

何ら障害となるようなものは無いというふうに考えますので、よろしくお願いし

ます。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１０番 

牧原委員 

これは２筆なのに、何で申請者が３名なの。 

 

 

事務局 ３８５の１がＩ・Ｔさんの所有地で、３８４の１がＫさんの所有です。ですか

ら申請人が建築されるのがＦさんで、土地の所有者が２名です。 

１０番 

牧原委員 

このＩさんとＦさん、Ｋさんは親戚なの。 

 

 

８ 番 

寺田委員 

全然関係ありません。Ｆさんがここに建てたいということでＩさんにＯＫを貰

って、今度は農家住宅として座りきらんがということで隣のＫさんに相談したと

ころ、売っても良いよということで。 

 



１ 番 

宿利原委員 

前は小屋を作っているあそこけ。 

 

 

８ 番 

寺田委員 

前はＭがあったところで、Ｆ医院があって隣が空き地があって、その横にＭが

あって、その横は貸家があって、その前にＳ整骨院があるでしょう。その道路を

挟んでＯ商店側ということです。 

お金の方は、Ｉ・Ｔさんの方は埋め立てというか、道路の高さまで泥が入って

いるということで坪○万円で、Ｋさんの方はウォルコンでも積んで盛り土をしな

ければいけないということで坪○万円ということだったそうです。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第１８号を採決します。 

お諮りします。 

議案第１８号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１８号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 次に、議案第１９号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

事務局の説明をお願いします。 

 



事務局 それでは議案１９号について説明します。 

受付番号１号、受付番号２号については、農地中間管理事業の特例事業により、

公益財団法人県地域振興公社から買受けるものです。 

先ず受付番号１号の申請地は１筆目が神川字出水塚６５５０番１４.地目は

畑、地籍は２，９４２㎡、２筆目が神川字出水塚６５５０番１５.地目は畑、地

籍は２，５９６㎡、３筆目が城元字三角４，６８９番２.地目は畑、地籍は３，

９８７㎡、４筆目が城元字三角４，６９７番３.地目は畑、地籍は２，４４４㎡

で、４筆の合計は１１，９６９㎡となっています。 

譲受人はＮ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｎ・Ｔさんの経営状況は、世帯員５名、労働力２名、自作地２３，５２４㎡、

小作地３３，８２１㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター２台、管理機１台、動噴１台となっていま

す。 

売買価格は、全部で○○○円となっています。 

出水塚につきましては平成２６年９月に、三角についましては平成２７年８月

にそれぞれ審議して頂いた物件です。 

 

次の受付番号２号の申請地は、１筆目が田代川原字鎮守ケ迫５９３６番１、地

目は畑、地籍は６８１㎡、２筆目が田代川原字鎮守ケ迫５９３６番２、地目は畑、

地籍は３２６㎡、３筆目が田代川原字鎮守ケ迫５９３６番３、地目は畑、地籍は

２５２㎡、４筆目が田代川原字鎮守ケ迫５９３６番４、地目は畑、地籍は１，４

９５㎡で、４筆の合計は２，７５４㎡となっています。 

譲受人はＩ・Ｍさん、Ｂ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｉ・Ｍさんの経営状況は、世帯員４名、労働力２名、自作地７１，９４２㎡、

小作地２３，１３７㎡で、茶を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、防除機１台、他の機械は共同利用となっています。 

売買価格は、全部で○○○円となっています。 

この件については平成２８年１１月に審議して頂いた部件です。 

Ｎさん、Ｉさんの両名は認定農業者でもあり、買受については問題ないと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第１９号を採決します。 

お諮りします。 

議案第１９号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１９号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 次に、議案第２０号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は１３筆の利用集積計画について審議しなければなり

ませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を２回に分けて行い、その

都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第２０号のうち、受付番号３６号から３８号を議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２０号のうち、受付番号３６号から３８号について説明いたし 

ます。 

先ず、受付番号３６号の貸し人はＯ・Ｈさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字立神５，１５９番１、地目は田、地積は６，６２７㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２９年８月１日から平成３４年１２月１４日まで、小作料金は

１５，０００円となっています。 



一方、借り人は、Ｕ・Ａさん、Ｕ自治会在住の方です。 

Ｕ・Ａさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、自作地２，９４５㎡、

小作地１４，４６４㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、ロール

ベイラー、テッダー、モア各１台となっています。 

この件の担当調査員は、２番 基委員です。 

 

次の受付番号３７号の貸し人はＩ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は馬場字地荒神下２，３５４番、地目は田、地積は２，８９０㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２９年７月１９日から平成３４年１２月１４日までで、小作料

金は６０，０００円となっています。 

借り人は、Ｔ・Ｆさん、Ｋ自治会に拠点を置く法人です。 

Ｔ・Ｆさんの経営状況は、構成員２名、雇用が２３名で５，７００日、自作地

１，４８５㎡、小作地１７３，００６㎡で、露地野菜を主体とした経営をされて

います。 

農業機械の所有状況は、トラクター６台、トラック１０台、乗用防除機２台、

管理機３台、田植機・コンバイン各１台となっています。 

この件の担当調査員は、８番 寺田委員です。 

 

次の受付番号３８号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字中尾４，７４２番、地目は畑、地積は２，２０９㎡の内、１，

０００㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年７月１９日から平成３２年１２月１４日まで、小作料金

は７，０００円となっています。 

借り人は、Ｍ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１１，５９３

㎡、小作地３，３３４㎡で、水稲、露地野菜、シキミを主体とした経営をされて

います。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、バ

インダー、動噴、軽トラック各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１３番 徳永委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

いたします。 

先ず受付番号３６号について、２番 基委員お願いします。 



２ 番 

基 委員 

この件は農家情報には飼料と書いてありますが、牛を飼っていらっしゃいま 

す。この土地は平米数は大きいんですけれども、７枚になっています。１筆で７

枚になっています。そういった点から考えて見ますと、小作料の料金は妥当だと

思います。錦江町の定める要件はクリアしているのかなというふうに考えます。

場所としては、山茶香の茶工場がありますが、ちょうどその裏側に当る所でござ

います。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号３７号について、８番 寺田委員お願いいたします。 

８ 番 

寺田委員 

報告いたします。この物件は前作者の方が高齢に伴いましてもう作らないとい

う話で、合意解約の後にＴ・Ｆさんと契約をしたものでございます。Ｔ・Ｆさん

は皆さんご存知のとおり、大々的にやっておりまして、何ら問題は無いものと思

います。ここは霜の来ない良いところなんですけれども、１反当り２万円という

のは安いのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、水利組合費

等の賦課金は借り主が払うということを一筆入れまして、水利組合費などが１反

当り６，３００円ぐらいですので、こういう値段になっております。よろしくお

願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号３８号について、１３番 徳永委員お願いいたします。 

１３番 

徳永委員 

はい。貸し人のＭ・Ｍさんは高齢と持病を持っているということで、経営を縮

小したいということから誰かいないだろうかと相談がありまして、この土地の隣

を耕作しているＭさんに話をしまして借りるということになりました。この土地

は上下二段になっておりまして、上の段が果樹が植えてありまして、下の段の１

反歩を貸すということで話がつきました。 

Ｍさんの方は、水稲、シキミ、露地野菜をご夫婦でやられておりますが、管理

もしっかりされておりますので、何ら問題は無いというふうに考えております。

以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２０号のうち、受付番号３６号から３８号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２０号のうち、受付番号３６号から３８号については、原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２０号のうち、受付番号３６号から３８号号について

は原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第２０号のうち、受付番号３９号から４８号についてを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２０号のうち、受付番号３９号から４８号までについて説明い 

たします。 

先ず、受付番号３９号の貸し人はＴ・Ｈさん、Ｒ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字八木田５０８番１、地目は田、地積は１，２０１㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２９年８月１日から平成３２年１２月１４日まで、小作料金は

１００，０００円となっています。 

借り人は、Ｋ・Ｒさん、Ｆ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｒさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、小作地４，５６５㎡

で、ピーマンを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械は親との賃貸借となっています。 

この件の担当調査員は、１７番 鳥越委員です。 

 

次の受付番号４０号から４４号までの貸し人はＮ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方

です。 

申請地は４０号が田代麓字高田山５１１４番１、地目は畑、地積は３，７５８

㎡、４１号が田代麓字高田山５１００番４、地目は田、地積は１，３６７㎡、４

２号が田代麓字高田山５１００番２２、地目は田、地積は１，７５４㎡、４３号

が田代麓字高田山５１００番２３、地目は畑、地積は１，６９４㎡、４４号が、

田代麓字高田山５１００番２４、地目は田、地積は６３４㎡で、５筆の合計は９，



２０７㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年７月１９日から平成３４年１２月１４日まで、小作料金

は全部で２５，０００円となっています。 

一方、借り人は、３７号と同じＴ・Ｆさんです。 

 

次の受付番号４５号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は田代麓字井手駄床５，０７９番４、地目は田、地積は２，３８０㎡と

なっています。 

 貸付期間は平成２９年７月１９日から平成３４年１２月１４日まで、小作料金

は６，０００円となっています。 

一方、借り人は、３７号と同じＴ・Ｆさんです。 

 

次の受付番号４６号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｏ府在住の方です。 

申請地は田代麓字井手駄床５，０７９番６、地目は田、地積は１，２２６㎡と

なっています。 

 貸付期間は平成２９年８月１日から平成３４年１２月１４日まで、小作料金は

７，０００円となっています。 

借り人は、３７号と同じＴ・Ｆさんです。 

 

次の受付番号４７号、４８号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は、４７号が田代麓字樋渡１，２２３番１、地目は田、地積は１，３４

６㎡、４８号が田代麓字樋渡１，２２３番２、地目は田、地積は１，１２０㎡で、

２筆の合計は２，４６６㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年８月１日から平成３９年１２月１４日まで、小作料金は

４７号が５，５００円、４８号が５，０００円となっています。 

借り人は、Ｓ・Ｈさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１３，４１０

㎡、小作地８１，７２７㎡、雇用が６名で１５０日で、甘藷を主体とした経営を

されています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、甘藷堀

取機２台、コンバイン、田植機各１台となっています。 

受付番号４０号から４８号までの担当調査員は、１８番 樋渡委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

いたします。 

先ず受付番号３９号について、１７番 鳥越委員お願いします。 



１７番 

鳥越委員 

はい。説明を申し上げます。 

貸し人のＴ・Ｈさんですけれども、インゲンを主体とした経営をされておりま

す。インゲンを収穫されるパートの方が高齢化により規模縮小をしたいというこ

とで、今回貸したいということで出ました。借り人のＫ・Ｒ君ですけれども、彼

は去年からピーマンを栽培しており、今のピーマンのハウスが大体１反ぐらいし

か無いということで、１反ではちょっと生活が厳しいということで、今回、借り

ることにしました。この１０万円なんですけれども、ハウスが２棟あり、これは

暖房機から全部２棟とも入っていて、もうすぐ使える状態だったので、一応１ハ

ウス５万円という形で契約を致しました。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号４０号から４８号までを、１８番 樋渡委員お願いいたします。 

 

１８番 

樋渡委員 

はい。説明いたします。 

この４０号から４４号はＮ・Ｍさんですが貸し人は。場所から申し上げますが、

ニジマス釣り場の入り口の一つ手前を右に入った所がＮ・Ｍさん宅ですが、地目

が畑地になっているところが自宅の前の土地です。それを過ぎて２００ｍぐらい

行った所の左側が地目が田の圃場です。これの借り人はＴ・Ｆさんですが、３７

号でも出たとおり何ら問題は無い方です。この地域を最近特に面積を広げていら

っしゃる方です。４５号と４６号、これはそのＮ・Ｍさん宅の入り口のもう一つ

手前を、左に入った所にＳグランドがあるんですが、そのＳグランドの隣の圃場

です。これも借り人はＴ・Ｆさんです。このＴ・Ｆさんは、何ら問題は無いかと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

４７号、４８号についてです。 

借り人のＳ・Ｈさんですが、このＭ・Ｔさんの圃場に行く途中で、Ｎ団地とい

うのがありますが、そこをＳ・Ｈさんは現在３町歩ぐらい耕作されております。

それを過ぎてＯ集落のＫという所の圃場ですけれども、Ｍさんはお父さん、お母

さんも亡くなり、この娘さんが納税管理人になっておりますが、耕作できないと

いうことで、今回、Ｓ・Ｈさんにお願いしたところ、快く引き受けて下さいまし

た。Ｓさんは認農家でもあり、何ら問題は無いかと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 



１ 番 

宿利原委員 

さっき説明があったけど、１反ちょっとで反当１０万円とのは今までの最高じ

ゃっど。 

１７番 

鳥越委員 

今までも反当１０万円というのはあるんだけれども、２棟あって、１棟が５ア

ールで、５アールが２棟あって、その２棟とも暖房機から全部入っていて、もう

すぐでも作付けが出来る状態という形でした。 

 

８ 番 

寺田委員 

自動も付いているの。 

 

 

１７番 

鳥越委員 

自動も付いています。 

８ 番 

寺田委員 

だったらそのぐらいじゃろ。 

５ 番 

平原委員 

２連棟なの。 

１７番 

鳥越委員 

場所はコスモスをずっと山手に上って赤い家の下。 

８ 番 

寺田委員 

５畝で暖房機があって５万。だったら安い方じゃ。 

５ 番 

平原委員 

１０年ぐらい経っているんじゃ。 

１７番 

鳥越委員 

１０年は経っているんだけれども、３年としたのも、もう１枚畑があって、そ

こを又貸すという形もあったもんだから、一応３年にしました。 

 

議 長 他にありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２０号のうち、受付番号３９号から４８号までを採決します。 

お諮りします。 

議案第２０号のうち、受付番号３９号から４８号までについては、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２０号のうち、受付番号３９号から４８号までについ

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２１号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）につ

いてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２１号について説明します。 

申請者は、Ｓ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字辻ノ下４，９３２番１、地目は畑、地籍は１，１８７㎡となっ

ています。 

この申請は、堆肥舎建設のための用途区分変更申請となっています。 

１８頁から２４頁にかけて申請書、位置図等を添付してありますので、お目通

し下さい。 この件の担当調査員は、４番 水流委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を４番 

水流委員お願いいたします。 

 

４ 番 

水流委員 

はい。報告いたします。 

７月の１３日、徳永委員、事務局２人、４人で現地の方を調査いたしました。

場所ですが、申請地はＫのＩスタンドからＳ線を行きまして、Ｎ造園の倉庫が 

あるんですけれども、それから３００ｍ程手前の道路脇になります。この申請は

堆肥舎建設のための用途区分変更のための申請になります。牛舎の方も申請地か

ら１・２分走った道路沿いにありまして、又、申請地の周りも畑等も無く、殆ど

山というような感じで、何ら問題は無いのかなと思いますので、皆さんの協議の

方をよろしくお願いいたします。 



議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１ 番 

宿利原委員 

この畜舎の側に土地があれば堆肥舎も側が良かろごあっどんな。どうか足らん

かったと。 

 

４ 番 

水流委員 

離れているといっても３００ｍぐらいです。 

 

 

１ 番 

宿利原委員 

持ち出すのが大変やとおな。あそこが広ければ。 

 

 

４ 番 

水流委員 

牛舎の所はそう広くないものですから。今までがＫの集落の中を走って持ち出

していましたから。 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２１号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２１号については、「止むを得ないと判断する」という意見にしたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２１号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分

変更）については、「止むを得ないと判断する」という意見とすることに決定し

ました。 

 



議 長 以上で、平成２９年７月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 
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